
 

 

 

 

 

 

６ 保健事業の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市の国保 



（１）保健事業の状況

・特定健康診査・特定保健指導

①　特定健康診査受診率

年度 対象者数 受診者数 受診率

2 5,865 2,082 35.5%

3 5,638 2,072 36.8%

4 5,300 1,939 36.6%

5 4,977 1,870 37.6%

6 4,661 1,737 37.3%

②　特定保健指導実施率

年度 対象者数 終了者数 実施率

183 29 15.8%

40 2 5.0%

223 31 13.9%

187 18 9.6%

45 1 2.2%

232 19 8.2%

171 54 31.6%

36 6 16.7%

207 60 29.0%

134 44 32.8%

39 6 15.4%

173 50 28.9%

142 41 28.9%

32 9 28.1%

174 50 28.7%

4

6

5

動機付け支援

積極的支援

合計

動機付け支援

積極的支援

　国保加入者が自身の健康状態を継続して把握し、メタボリックシンドローム等の早期

発見により、糖尿病、高血圧、脂質異常症の早期治療、予防を図るため、特定健康診査、

特定保健指導を実施しています。

2

3

区分

動機付け支援

積極的支援

合計

動機付け支援

積極的支援

合計

合計

動機付け支援

積極的支援

合計
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・人間ドック

　府中市国民健康保険被保険者の疾病の早期発見・早期治療や健康意識の向上を目的に、

30歳以上の被保険者を対象に実施しています。

受診者数 補助割合 受診者数 補助割合 受診者数 補助金額

2 288 ７割 58 ７割 - -

3 349 ７割 88 ７割 - -

4 386 一律3万 83 一律3万 - -

5 266 一律3万 - - 168 45,000

6 329 一律3万 - - 123 45,000

※脳ドック、人間ドック＋脳検診は40歳以上の被保険者が対象

・インフルエンザ予防接種費用助成事業

　被保険者の健康に対する意識を高め、生活習慣病の予防及び健康増進を図るため、特

定健康診査を3年連続受診した者に翌年度インフルエンザ予防接種費用の助成を行います。

年度 被助成者数

2 919

3 745

4 978

5 880

6 781

・糖尿病性腎症重症化予防事業

　糖尿病患者の透析治療への移行を抑制するため、早期腎症期の者に日常の生活支援・

指導を行います。

年度 参加者数 終了者数

2 15 12

3 7 7

4 2 2

5 10 10

6 7 7

3,872,000円

3,475,450円

年度

助成金額

4,006,840円

3,300,350円

4,332,540円

人間ドック 脳ドック 人間ドック＋脳検診
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・国保歯科検診

　口腔の健康維持を図り、日常生活における歯科疾患を予防するため、歯科検診費用を

助成します。

年度 対象者数 受診者数 受診率

2 6,354 543 8.5%

3 6,574 473 7.2%

4 6,270 597 9.5%

5 5,937 548 9.2%

6 5,689 551 9.7%

・医療費通知

　医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、健康に対する意識や国民

健康保険制度に対する認識を深めてもらうために送付しています。

2 １月～１２月 22,411件

3 １月～１２月 8,136件

4 １月～１２月 8,342件

5 １月～１２月 7,983件

6 １月～１２月 7,671件

・後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用促進

　被保険者の負担軽減及び国民健康保険の医療費削減のため、軽減効果が高いと判断さ

れる被保険者に差額通知を偶数月に送付します。

年度 通知回数 通知件数

2 12回 2,303件

3 6回 1,458件

4 6回 1,211件

5 6回 979件

6 6回 684件

年度 対象診療月 通　知　月 通知件数

２月･３月上旬に計２回

２月･３月上旬に計２回

５月～奇数月に計６回

２月･３月上旬に計２回

２月･３月上旬に計２回
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・重複頻回受診者指導業務

　月3医療機関以上の受診が3か月継続している被保険者に、通知や指導を行います。

・重複服薬受診者指導業務

　同系医薬品の服薬日数が60日以上の被保険者に、通知を送付します。

・多剤服薬受診者指導業務

　月15種類以上の処方が3か月継続している被保険者に、通知を送付します。

第３期府中市国民健康保険保健事業実施計画（令和6年度～令和11年度）

第４期特定健康診査等実施計画（令和6年度～令和11年度）

（2）計画
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